
森林シューセキ！事例報告会
⽯川県⾦沢市

令和5年2⽉21⽇
⾦沢市役所農林⽔産局

森林再⽣課 ⾓⾕ 裕幸



● ⽇本海に突き出た能登半島のほぼ中央に位置
● ⽇本海側気候で、「弁当忘れても傘忘れるな」と⾔われるくらい⾬の多い地域
● 冬は曇りや⾬の⽇が多く、重く湿った雪が多く降る
● 急峻な地形が多いが、台⾵などが少なく、災害の発⽣頻度は低い
● ⼭も海も平野もあり、多様な⾃然の恵みを享受している
● 農林業は盛んでなく、観光や伝統⼯芸品、芸術・⽂化・学問の⽅⾯に強い

（出典：⾦沢気象台）

（出典：⽯川県） （出典：⾦沢気象台）



森林再⽣課という組織について

農林⽔産局⻑

森林再⽣課⻑（事務）

技術補佐（⼟⽊）
事務補佐（事務）

庶務係 ５名（事務３・林業１・会計年度１）

林業振興係 ５名（造園１・事務２・林業２）

森づくり係 ７名（⼟⽊３・造園１・林業３）
造林地施業発注,林道 (施設) 整備・管理,クマ対応,病害⾍対策,法定事務
林地台帳管理,森林経営管理制度運⽤

森林普及啓発 (イベント・出前講座) ,⽊材利⽤推進,森づくり市⺠会議
林業⼤学校運営

造林地契約交渉事務,予算編成,請負契約事務



森林再⽣課の主要施策（3本柱）

⾦沢市森づくり条例の制定（平成15年〜）

⾦沢市営造林事業の開始（昭和40年〜）

⾦沢林業⼤学校の創設・運営（平成21年〜）

 零細⼭林所有者に対し、⼀括して効率的な造林が可能
 伐採・開発による⼭林の荒廃を防ぎ、公益的機能を維持する
 公共事業的な側⾯を持ち、中⼭間地の農林家への就業提供
 将来の⽊材の安定供給を⽀える

（基本理念）
第3条 森づくりは、森林の公益的機能が持続的に発揮されるよう、
⻑期的な展望を持ち、地域の特性に応じて⾏われなければならない。
2 森づくりは、森林がすべての⽣物及び健康で⽂化的な
市⺠⽣活に⽋くことができない貴重な共有の財産であることを
認識し、市、市⺠、森林所有者等及び森林関係事業者の
相互の理解と協⼒のもとに、協働して⾏われなければならない。

⾦沢の森林を健全に保ち、中⼭間地を活性化するため、次世代
の森林施業、林産物の⽣産等を担う実践的な⼈材の育成を⽬的
（現在７期⽬：１〜６期⽣８０名卒業）

公共による森林管理
市内⽊材の主要供給源

※分収林事業

森づくり協定制度
地域森づくりの原動⼒

幅広い技術取得の促進
即戦⼒の育成体制

対象地区209地区のうち
140地区(約3,000ha)が締結済
市は森林整備技術・財政的⽀援



森林の構成 （市域 46,879 ha）
都市 18,771 ha
森林 28,108 ha

国有林 6,469 ha
⺠有林 21,639 ha

管理者別（概算） 植⽣別
市営造林（⼈⼯林） 2,000 ha ⼈⼯林 5,395 ha
県⾏造林（⼈⼯林） 251 ha 天然林 14,548 ha
個⼈有林 19,388 ha ⽵林 658 ha

個⼈有林（概算） その他 1,038 ha
森づくり協定 3,000 ha

⾦沢市森林整備計画
（R04.04.01）より抜粋

森林経営計画 1,200 ha
いしかわ森林基⾦ 1,000 ha
無計画地（⽩地） 14,188 ha

森林環境譲与税譲与額
R01年度 28,025 千円
R02年度 59,554 千円
R03年度 60,227 千円
R04・R05年度 77,941 千円
R06年度 95,655 千円

森林環境譲与税算定数値
市域⾯積 46,879 ha
私有林⼈⼯林 2,909 ha
林野率 58.5 %
総⼈⼝ 463,254 ⼈
林業従事者数 148 ⼈

⾦沢市の森林の概要

基⾦積み⽴て無し



⾦沢の農業と森づくりプラン
森づくり条例のアクションプラン
 平成２７年〜令和６年までの１０年計画

 森林経営管理制度の数値⽬標：意向調査・5区域、集積⾯積・20ha

 施策の⽅向：森林経営管理法に基づく林業の振興と森林資源の適切な管理



針葉樹
（5,395 ha）

広葉樹
（14,548 ha）

タケ
（658 ha）

⾦沢市営造林（S40〜）

森林経営計画（H26〜）

いしかわ森林環境基⾦（H19〜）

森づくり協定（H16〜）

いしかわ森林環境基⾦（H29〜）

補助制度があり整備が
⼗分に進んでいる
未整備箇所は合意形成
が⾮常に困難

補助制度があり、急な森林
整備対応を必要としていな
いと想定

経済性が無く、整備が進
まない
侵⼊⽵の拡⼤による周辺
森林・施設への悪影響

⾦沢市における林種別補助制度



森林整備の⽅針の無い森林を無くす

③ 従来の森林整備に関する事業との住み分けを図る

④ 納税者、または登記名義⼈（共有地含む）全てに調査表を発送する
→ 所有者・相続⼈に森林の所有意識を喚起させる
→ 意向調査結果をフルに有効活⽤する
→ 国⺠全員で負担をする税のため、森林所有者すべてに恩恵を

① 森林の状況（⼈⼯林・天然林・林種）を加味しない

② 意向調査は区域※単位で⾏う

→ 森林の現況を⼗分に整理できていない（未レーザー計測）
→ 災害など森林リスクは森林現況にあるが地形にもある

※「⼀体として整備することを相当とする森林の区域」

→ 森林経営計画への移⾏も視野に⼊れ、認定条件が容易な区域での単位で実施
→ ⾦沢市⼀巡の年次計画（15ヵ年）として適している（市内17区域）

⾦沢市の森林経営管理制度の⽅針

→ 既存事業（森づくり協定・森林経営計画等）の該当箇所は送付対象としない
→ 意向調査の結果を他事業（森林経営計画・林道管理等）に転⽤する

市内全森林を意向調査



１. 森林位置情報作成事業

２. 森林広葉樹林化モデル事業



１. 森林位置情報作成事業

２. 森林広葉樹林化モデル事業



⾦沢市の森林の境界調査に関する調査進捗（令和2年度末時点）
全体 DID 宅地 農⽤地等 林地

⾦沢市 31% 67% 87% 89% 4%
（全国） 52% 26% 51% 71% 46%

〜平成14年
地籍調査事業（林地）
（地籍担当部署）

平成22年〜令和元年
境界明確化事業
（林務部署）

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01
実施⾯積 700 700 550 280 190 120 100 110 100 145
累計(ha) 700 1,400 1,950 2,230 2,420 2,540 2,640 2,750 2,850 2,995

境界明確化事業からの転換

③ 所有者の⽴ち合いが困難…⾼齢化により⼭林へ赴くことができない。そもそもわからない。

② 不在村者の増加…限界集落、消滅集落の存在や市外への転居の増加。相続者の断絶。

④ 精通者の不在…町ごとのとりまとめができない。町会⻑・⽣産組合⻑が⼭林所有者でない。

⑤ 林地台帳制度の業務遂⾏不可…法定事務の未執⾏。閲覧・情報公開申請に回答できない。

⑥ 資料の劣化・紛失…村台帳・法務局資料・課税部署資料の不明瞭化。

森林位置情報作成事業

① 森林経営管理制度の全域実施…場所がわからないと回答できない。税の恩恵を広く享受

（地籍調査+境界明確化＝市内森林の15%に相当）



森林位置情報作成事業

森林簿との⽐較

課税台帳
109,037 筆

森林簿
77,409筆

重複
62,957筆

課税台帳のみ
46,080筆

森林簿のみ
14,452筆

農地台帳
31,692筆

重複
2,339筆

森林簿のみ
12,113筆

農地台帳のみ
29,353 筆

登記地⽬：⼭林・原野・保安林

現況地⽬：⼭林原野

地⽬上の森林
＝森林へ追加

５条森林
＝問題なし

５条森林
＝問題なし

現況上の森林
（2条森林）
＝森林へ追加

森林？

森林所有者の「森林を所有している意識」は「地⽬」と「現況」による

※林地台帳の修正

（森林簿と所有意識の誤差）



森林位置情報作成事業

森林の位置がわかる図⾯を作成する（林地台帳付図）
【基本⽅針】

ロ）法務局・課税情報との情報をすり合わせる
イ）地籍の専⾨家による監修（地籍⼯程管理⼠ or 地籍総合技術監理者 or 地籍調査管理技術者）

ハ）資料の優先度（国調結果 → 既存境界明確化 → 森林計画図 → 作図）
ニ）地形を重視する（⾕・尾根・河川）
ホ）所有者確認は最後に⾏う
ヘ）法務局公図・旧公図から作成
ト）修正することは悪ではない

作ってみよう
使ってみよう
どんどん直していこう



納品（GISへ格納）

外部情報の取得
・法務局公図（旧公図・座標付き公図）
・固定資産台帳（現況図）
・他事業の成果品
・陰影図・新旧航空写真（国⼟地理院）

想定⼤字界・⼩字界に配置

字界内に含まれる地番をそれぞれ配置

⾕筋・尾根の特定（⼤字界・⼩字界基準）

旧公図の⻘線・⾚線の特定

実施区域の設定

森林位置情報作成事業

市森計における
「⼀体として整備することを相当とする森林の区域」
（森林法施⾏規則第33条第1号ロ）を基準
● 区域森林経営計画への活⽤を念頭に

作業フロー

（出典：国⼟交通省）



年度 町数 筆数 区域 森林簿⾯積
（ha）

GIS⾯積
(ha)

実施⾦額
(千円)

R02 67 110,028 13.医王⼭南部・湯涌北⻄部
16.森本東部,17.森本・花園 4,216.12 5,917.91 27,500

R03 87 141,007

8.湯涌⻄部・犀川北東部
9.浅川北部,10.湯涌東部
11.湯涌中央
12.浅川南部・湯涌北⻄部
14.医王⼭北部,15.⼩坂・涌波

9,111.65 10,683.94 35,200

R04 54 135,511
1.海岸林,2.菊⽔東部,3.菊⽔⻄部
4.堂・内川,5.額・富樫
6.犀川⻄部,7.犀川南東部

8,340.01 8,961.84 35,750

208 386,546 21,667.78 25,563.69 98,450

森林位置情報作成事業

事業の実施数量 （R04は数量は概算）

 実施⾦額はすべて森林環境譲与税全額充当
 森林簿⾯積とGIS⾯積の差は主に⽥畑・道路敷
 課税台帳など⼟地情報を⼀筆レベルで格納



森林位置情報作成事業

事業の成果品

森林の情報を⾯的に確認
→ 制度適⽤の可否
→ 事業進捗の格納
→ 相続・未相続
→ 在村・不在村

 林地台帳付図への転⽤

 林業事業体への情報提供
 意向調査時の追加資料（後述）



課題
 全図（町ごとの字配置図）が無い。字界図同⼠の相関性が不明

森林位置情報作成事業

今後の展望

 森林簿への反映
クラウドを通じた林業事業体の活⽤

森林再⽣課

林業事業体

他部署

【市⺠情報ポータル】

利⽤ 修正

修正への対応 耕地字・⾶び地・⾶び字・区画整理地図の配置できない
 固定資産台帳と法務局地番が突合しない、位置不明地番が存在する

 航空レーザデータによる精度向上
 地籍調査での有効活⽤
 相続義務化への対応

市⺠の相続の参考資料として利活⽤
 オープンデータ化

所有しているという意識を明確にする
管理する意欲の向上に資する

 他部署との情報の相互利⽤と修正

【森林クラウド】

市⺠



１. 森林位置情報作成事業
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森林広葉樹林化モデル事業

● 森林経営管理制度⻑期スケジュール

1年⽬ 2年⽬ 3年⽬ 4年⽬ 5年⽬ … 15年⽬

1区域 意向調査 契約 森林整備 経過観察 経過観察 …

2区域 意向調査 契約 森林整備 経過観察 …

3区域 意向調査 契約 森林整備 …

… …

17区域 … 意向調査

⾦沢市の森林経営管理制度の進め⽅

 市森計に基づく1区域計画毎に実施
 1区域あたり『⼀年⽬：意向調査、⼆年⽬：契約事務、三年⽬〜：森林整備』
 意向調査は市内全域17区域を概ね15年で⼀巡する計画



森林広葉樹林化モデル事業

意向調査表の送付

表紙 調査票 対象森林⼀覧表 対象森林位置図

 調査管理番号

調査実施年度と相⼿⽅の
個⼈整理番号の組み合わ
せにより、調査管理番号
を付与。
調査はこの番号で統⼀

 個⼈情報提供

意向調査によって得ら
れた情報について、林
業事業体の求めに応じ
て、個⼈情報も含めて
提供して良いかの確認

 対象地番⼀覧

どの地番が対象か、ま
た共有か否かなど整理
した⼀覧表

 位置図の提供
 地図の同意

森林位置情報で作成し
た図⾯を相⼿⽅に確認
してもらい、書⾯での
確認・同意を得る



森林広葉樹林化モデル事業

意向調査の結果について（数量）（Ｒ０３実績）

総数 既計画 計画率 未達 未達率 対象 対象率
⾯積 1,488.69 766.50 51.5 % 222.64 15.0 % 499.55 33.6 %

筆数 24,404 11,220 46.0 % 3,520 14.4 % 9,664 39.6 %

⼈数 2,141 544 25.4 % 574 26.8 % 1,023 47.8 %

（結果）
区域内森林の５割は既存の森林管理⽅針があり、２割は未達であった
回答結果のうち８割の森林で市への委託管理の希望

● 意向調査の対象 １７．森本・花園区域 1,488.69 ha

対象 回答 回答率 委託希望 委託希望率

⾯積 499.55 319.44 63.9 % 254.12 79.6 %

筆数 9,664 5,903 61.1 % 4,639 78.6 %

⼈数 1,023 629 61.5 % 478 76.0 %
※共有・重複があるため
数量は⼀部概算



森林広葉樹林化モデル事業

意向調査の結果について（図⽰）（Ｒ０３実績）

0.4 ha

市へ委託希望

1ha程度の連担

対象区域

意向調査対象

1,489 ha

500 ha

254 ha

162 ha

経営管理権の設定が可能か

公共による森林管理の必要か

集積計画候補地(1：5,000)

 市への委託希望地番が散在している
 ⾯積 1 ha程度の連担があまり無い

 未相続地が多く合意形成が困難
 ⼿⼊れの必要な森林が少ない

← 航空写真及び現地踏査



森林広葉樹林化モデル事業

計画地‐1 計画地‐2,3

航
空
写
真

地
形
図

集積計画策定地について（最終）

現況写真

⾯積 筆数 契約者数 森林の現状
計画地‐1 1.35 ha 6 筆 3 ⼈

荒廃⽵林
急傾斜

⽤⽔路・⼈家隣接
計画地‐2 0.89 ha 3筆 1 ⼈
計画地‐3 1.32 ha 3 筆 1 ⼈

合計 3.56 ha 12 筆 5⼈



森林広葉樹林化モデル事業

整備の計画

● 荒廃している森林の公益的機能の再⽣を⽬指す
 ⽵林を皆伐し、植栽・天然下種、保育により広葉樹林への林種転換を図る
 10年後の広葉樹林回復を⽬指す。

年数 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

⽵伐採

植栽

草刈り

経過
観察

● 留意事項
 重機搬⼊路作設不可なので、伐採⽊⽵は現地集積とする

 遺伝⼦汚染などを防ぐため市外産苗⽊によるなどの新植は最低限とする
 現地集積は⾬などによる流出の防⽌対策を⼗分に⾏うこと



森林広葉樹林化モデル事業

 （制度上の課題）未相続地への対策が困難

 （優先順の課題）要整備箇所の特定

 （整備⼿法の課題）整備⼿法の選択が限られる

●特例措置による権利設定は「個⼈の財産を侵してまで、森林整備をする必要が
何故あるのか」ということの説明が必要。そのためには客観的かつ必要性を
⽰す資料が無いと設定が困難

●今後、航空レーザー計測を実施し、微地形図による画像判断で、要整備箇所を
特定し、意向調査や整備の優先順位を再検討

●既存の危険地形では砂防指定、急傾斜指定など他法令の施業制約があり、
既に管理者が設定されているため施業が困難。縦割り⾏政の撤廃が必要

●伐倒⽊⽵の処分⽅法が難点。流出対策のため現地集積は⾏いたくないが、
破砕・林外搬出が困難。⽕⼊れ等の現地での処分⼿法を検討する必要

●経営管理制度での対応ができない、または整備効果を最⼤とするために、
他事業（森づくり協定・森林経営計画等）との連携ができる仕組みが必要

課題

●要整備箇所が特定できれば特例措置も検討可能（後述）



最後に、森林経営管理制度を進めるにあたり・・・
他市町村に向けて
 私は林業専⾨職であるが、専⾨家ではない
 何が問題か⾒つける姿勢と、知識・技術をアップデートする姿勢が必要
 国⺠全員からの徴収であることから、新税（新たな負担）の恩恵を特定の⼈に
集約しないように配慮する必要がある

 市町村同⼠の情報共有・連携の体制を整え、業務の効率化を図る必要がある

都道府県に向けて
 林地台帳制度、森林経営管理制度、伐採届制度変更など業務が激増している。
引き続き、市町村の実働に配慮した指導・助⾔をお願いしたい

 森林関連法の根底である森林計画図・森林簿の校正についても引き続き、指
導・助⾔をお願いしたい

林野庁に向けて
 市町村の課題と解決⼿法は地域密着型である。他都市事例は参考にはなるが、
導⼊とのギャップを埋める指導・助⾔についてもお願いしたい

森林組合・林業事業者に向けて
 市職員は異動も多く、また現場に出れる機会も少ない。現場での課題や今まで
の問題、将来の展望などの情報を提供してもらいたい




